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第１５回軽米町農業委員会総会議事録 

 

１．招集月日 令和２年４月２４日（金） 

 

２．招集日時 午後１時３０分 

 

３．招集場所 役場３階会議室 

 

４．出席委員 農業委員： 

会長（10番） 山田 一夫 

会長職務代理者（９番）笹山結実男 

１番 安田正一郎、 ２番 畑林 悦男、 ３番 細谷地 司 

４番 内澤 初蔵、 ５番 下谷地敦雄、 ６番 福田 光雄 

７番 苅谷 雅行、 ８番 西舘 徳松 

 

農地利用最適化推進委員： 

１番 坂本 武道、 ５番 寺澤 正幸、 ６番 古里 典子 

７番 工藤 郁子、 ８番 増尾 勝男、 ９番 本田 健耕 

10番 間賀 敬一 

 

５．欠席委員 農業委員： 

－ 

農地利用最適化推進委員： 

２番 木村 正司、 ３番 大久保 広、 ４番 太田  正 

 

６．事務局職員 事務局長 小林  浩、 局長補佐 長瀬 設男 

主任主査 鶴飼 義信、 主事 玉舘  透、 主事 小林  誠 

 

議 長（山田会長） 

それではただいまより、第１５回軽米町農業委員会総会を開会いたします。 

（ 午後１時３０分 開会 ） 

 

議 長   本日の出席農業委員は、１０名で、在任委員の過半数に達しておりますので

会議は成立いたしました。 

      また、農地利用最適化推進委員は、７名の出席となっております。 

なお、木村委員、大久保委員、太田委員より、欠席の報告がございました。 

それでは日程に入ります。 

日程第１、議事録署名委員についてお諮りいたします。常例により当席より

指名することにご異議ございませんか。 
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（ 「異議なし」との声あり ） 

 

議 長   ご異議がないので ６番 福田光雄委員 ７番 苅谷雅行委員のお二方にお

願いいたします。 

日程第２、会期についてお諮りいたします。本日一日といたしたいと思いま

すが、ご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」との声あり ） 

 

議 長   それでは議事に入ります。日程第３、議案第１号、農地法第３条の規定によ

る許可申請について上程いたします。 

なお、番号３については、除斥がありますので分けて審議したいと思います。 

番号１と番号２について、朗読を兼ね説明させます。 

 

事務局   （別紙議案書により朗読、説明） 

議案第１号についてご説明いたします。議案書のほうは、１ページ、２ペー

ジそして３ページになります。番号１につきましては、筆数が２ページにわた

っていますので、合計欄は２ページの最後の所となりますのでよろしくお願い

致します。 

 番号１、農地の所在地についてですが大字○○第○地割の４筆になります。

畑が４，９２７㎡、同じく畑で５，７９８㎡、同じく田んぼで１，８３９㎡、

同じく畑で１，８３３㎡になります。続きまして大字○○第○地割で、上から

順番に畑で２，１７７㎡、同じく畑で２，８２１㎡、同じく畑で１０８㎡、同

じく畑で１，９６０㎡、同じく畑で８６１㎡、同じく畑で５０８㎡、同じく田

んぼで２，１４０㎡、同じく畑で３，６５３㎡。２ページに続きまして、大字

○○第○地割の畑で５０５㎡、同じく畑で２２２㎡、同じく畑で７７４㎡、同

じく畑で４６４㎡、同じく畑で２，１３６㎡、同じく畑で５．２５㎡、同じく

畑で１４８㎡。次に大字○○第○地割〇番になりますが、１筆が課税上の宅地

と畑に現況で分かれておりまして、一つが現況宅地で７４㎡、現況畑で４，２

５９㎡、この二つで１筆となってございます。もう一カ所が大字○○第○地割

の田んぼで１，０１６㎡。合計で田んぼが３筆、畑が１８筆、合計２１筆で３

８，２２８．２５㎡になります。譲渡人が○○○○、譲受人が○○○○。親子

間での使用貸借権の設定になります。こちらにつきましては、経営移譲を行い

たいというご相談がありまして、その為の使用貸借の設定となってございま

す。貸借設定期間は１０年間。許可日から１０年間となってございます。現地

確認につきましては、太田委員と下谷地委員にお願いしてございます。 

続きまして３ページをご覧いただきたいと思います。 

番号２になります。大字○○第○地割の畑で６１９㎡になります。こちらは

売買による所有権の移転になります。譲渡人が○○○○、譲受人が○○○○。

対価金につきましては２０万円。１０ａ当たり３２万３千円となります。現地
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確認につきましては、太田委員、下谷地委員にお願いしてございます。 

以上、２件につきましてご審議よろしくお願いします。 

 

議 長   番号１と番号２については、太田委員と下谷地委員に依頼しておりますの

で、報告をお願いいたします。 

 

下谷地委員 それでは報告いたします。４月１９日、私と太田委員とで現地確認をしまし

た。番号１から説明いたします。位置周囲の状況ですが、○○地区の申請者自

宅周辺に畑が１８筆、田が３筆、合計２１筆ありますが、位置説明のほうは省

きます。というのも、渡人が今年７月より農業者年金の受給をするために親子

間で使用貸借を結ぶものでございます。周辺への影響については、○○農家で

あり、現在は息子さんが中心となって農家経営を行っておりこれからも続ける

ということですので、支障はなく許可相当と見ました。 

 続きまして番号２について説明いたします。位置周囲の状況は、○○地区で、

農地の南側に渡人の自宅があり、あとは畑となっています。受人は隣の畑所有

者であり、渡人が農地を相続したものの耕作も管理も出来ないため、相談する

などして今回に至っております。受人の自宅からも近く効率的に利用でき、周

りにも支障がないと思われます。よって許可相当と見てまいりました。 

よろしくお願いします。 

 

議 長   ただいま説明申し上げたとおりです。ご意見を伺います。 

      番号１について。 

      笹山委員。 

 

笹山委員  ちょっとお聞きしたいが、第○地割〇番の畑が、Ａ－１とＡ－２とあって、

Ａ－１が宅地になっているということは、ここだけ何らかの手続きがやられ

ているということか。 

 

事務局   議案書２ページの大字○○第○地割〇番のＡ－１と書かれたところですが、

Ａ－１の面積が現況地目が宅地となっていますが、農業用施設用地として２

ａ未満の建物が建っている状況になります。この場合、転用許可が不要とい

う事ですが、固定資産税では分けて課税しているためにこうした表示となっ

ております。土地の登記簿上は畑１筆となっております。 

 

笹山委員  自宅などではなくて農業用施設ということ。 

 

事務局   はい。７４㎡分になります。 

 

議 長   番号１について、よろしいですか。 
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（ 「異議なし」との声あり ） 

 

議 長   番号２について。 

 

（ 「異議なし」との声あり ） 

 

議 長   異議なしと認めます。 

続きまして、番号３については除斥があります。 

      農業委員会法第３１条の規定「議事参与の制限」により、○○委員は一時退

席願います。 

〔 ○○委員 退席 〕 

 

議 長   朗読を兼ね説明させます。 

 

事務局   議案書のほうは３ページ、番号３となります。場所は、大字○○第○地割内

の畑６筆になります。上から順番に、面積が３，３３３㎡、１７９㎡、１，

７４５㎡、５，７３９㎡、４，０９３㎡、６７１㎡、合計で１５，７６０㎡

となります。こちらの譲渡人は○○○○。譲受人が○○○○で、売買による

所有権移転になります。対価金は６筆合計で７５万円。譲受人は、○○委員

のご家族ということで今回、除斥の取り扱いとさせていただきました。現地

確認につきましては、太田委員と下谷地委員にお願いしてございます。 

以上、よろしくお願い致します。 

 

議 長   現地確認につきましては、太田委員と下谷地委員に依頼しておりますので、

報告をお願します。 

 

下谷地委員 番号３について報告いたします。位置周囲の状況ですが、○○より北に６０

０ｍぐらいに大字○○第○地割〇番〇、同じく第○地割〇番〇、同じく第○

地割〇番、同じく第○地割〇番、同じく第○地割〇番〇があります。大字○

○第○地割〇番〇は、同○○から東に２００ｍぐらいの場所にあります。譲

渡人は番号２と同じ方です。相続はしたが、自分一人では農地を管理できな

いため、譲受人のほうに相談したとのことです。今までも貸していたそうで

すが、今後のことを考え所有権の移転をするということになったそうでござ

います。譲受人は、今後も効率的に利用でき、周りにも支障はなく許可相当

と見てまいりました。 

よろしくお願いします。 

 

議 長   ただいま、報告申し上げたとおりです。ご意見を伺います。 

 

（ 「異議なし」との声あり ） 
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議 長   異議なしと認めます。 

○○委員の復席をお願いします。 

 

〔 ○○委員 復席 〕 

 

議 長   ご異議がないので、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請につい

ては、すべて原案のとおり決定することにいたします。 

 

議 長   日程第４、議案第２号、農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する

意見について上程いたします。番号１と番号２について、朗読を兼ね説明さ

せます。 

 

事務局   議案書のほうは４ページになります。農地法第４条の許可申請について今回

は２件提出されております。位置図のほうを５ページと６ページに付けてご

ざいますので、併せてご覧いただきたいのと、別紙で配置図のほうを２枚綴

りのものをお配りしてございますので、配置図と建物の平面図も参考にご覧

いただきたいと思います。 

議案書のほうに戻りまして、番号１、場所は大字○○第○地割の畑になり

ます。面積は１５３㎡。農振関係は農振農用地外となってございます。こち

らは、昨年１１月２２日付けで農用地区域からの除外手続きをされている所

となります。申請人は○○○○。転用の目的は一般個人住宅の建設のための

転用となります。施設等の内容については、住宅、通路、浄化槽の配置とい

うことで、別添の配置図のほうを参考にご覧いただきたいと思います。転用

の理由は、自己用の住居の建築の為となります。農地区分は第２種農地と判

断してございます。現地確認につきましては、増尾委員と細谷地委員にお願

いしてございます。 

      続きまして番号２、場所は大字○○第○地割内の畑になります。面積は１，

２３７㎡。こちらにつきましては備考欄にあるとおり追認です。昨年、農振

除外の手続きの際に一度転用したいという申し出がございまして、現地確認

に行ったところでございますが、既に小屋等が建っておりまして駐車場、転

向場に切削材が敷かれていたという状況がございました。農業用施設として

小屋、車庫と倉庫につきましては、農地転用の許可が不要である２ａ未満の

面積ではありましたけれど、切削材の敷き均しの部分が面積を超えていたと

いうことで、その部分が違反転用に該当するということがございました。加

えてこの部分が農用地区域内にあったということで、その手続きのほうを県

から確認しながら来た経緯がございます。転用の内容につきましては、農業

用施設としての施設になります。許可申請をその当時して受けていれば許可

相当ではないかという内容でございましたので、いわゆる原状回復は行わず

に、追認の申請で進めてどうだろうかということで県のほうからも確認をい

ただきまして、追認として進めることで、今回提出されたものになります。
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農振農用地区域内ではありましたが、農業施設用地の場合、軽微変更の手続

きで除外が可能だということがございますので、その区分に従って除外の手

続きを行ったという経過がございます。今回申請で出された部分につきまし

ては、別紙の配置図のほうをご覧いただきたいと思います。２枚目になりま

すが、色が付いていないので見にくくて申し訳ありませんが、真ん中の部分

に地番が振ってあります。この部分が今回の該当する１，２３７㎡の部分に

なります。階段状に区切られた真ん中から右下にかけてのエリアになりま

す。その中で左側から、物置が２１．４５㎡、その下側に車庫、通路を挟ん

だ右側に作業所、その下に転向場及び資材置場、更に右下に通路の部分とポ

ンプ室というような配置になっているのが該当部分となります。先ほど申し

上げましたが、既に建物等が建っているのが左上の物置、車庫、右下のポン

プ室で、新たに建築したいところが右上の作業所の部分で８１．１５㎡とな

ります。転向場及び資材置場、通路の部分には切削材での敷き均しがされて

おりますが、それらを今回の申請では、既に行われている部分は追認で、作

業所を新たに建てる部分については新規に申請を行うという内容となってい

ます。経過についてはそういう流れです。農地区分については第２種農地と

判断してございます。現地確認につきましては、太田委員と下谷地委員にお

願いしたところでございます。 

以上の２件につきまして、ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議 長   ただいま、説明申し上げたとおりです。現地調査についてですが、番号１に

ついては増尾委員と細谷地委員に、番号２については太田委員と下谷地委員

に依頼しておりますので、報告をお願いします。 

 

増尾委員  番号１について報告を申しあげます。本件については、４月２０日に細谷地

委員と私の２名で現地確認を行ってございます。申請地の位置、周囲の状況

でございますけれど、○○地区内で、主要地方道の○○バス停から町道を４

００ｍ程度、西側に入ったところにございます。南側と西側が山林、町道を

挟んで北側は畑と田んぼが散在しています。確認者の意見ですけれど、申請

地は、周りがほぼ山林で囲まれ、周辺農地への土砂流出や日照不足等は考え

られず、また本人の住宅を建設するということの目的も明確であり、面積も

必要最小限と思われます。よってこの申請は、許可相当であると考えます。 

以上です。 

 

下谷地委員 それでは番号２について説明いたします。４月１９日、太田委員と事務局と

私の３人で現地を見てまいりました。位置、周囲の状況ですが○○地区の○

○集落より町道を北に８００ｍぐらいのところで、西側が町道で、あとの周

りは全て畑となっています。申請者は○○を営んでいます。作業用具は自宅

から離れた場所で保管していますが、近年、クマの被害が多く自宅近くに作

業小屋を建てる計画で昨年申請しましたが、現地確認の時、既にアスファル
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ト切削材が敷いていて、面積が超過し違反転用だったことが初めて分かった

そうです。転用申請者には、悪意はなく事前に必要な手続きをしていれば問

題ない案件で、また生業に使用する、している施設とのことで、転用後の周

囲の農地への影響は無いと考えられます。よって、許可相当と見てまいりま

した。 

よろしくお願いします。 

 

議 長   ただいま報告申し上げたとおりです。ご意見を伺います。 

番号１について。 

 

（ 「異議なし」との声あり ） 

 

議 長   番号２について。 

 

（ 「異議なし」との声あり ） 

 

議 長   ご異議がないので、議案第２号、農地法第４条第１項の規定による許可申請

に対する意見については、原案のとおり県知事へ進達することに決定いたし

ます。 

 

議 長   日程第５、議案第３号、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計

画の承認について上程いたします。 

      なお、番号１０と番号１５については、除斥がありますので分けて審議した

いと思います。 

      番号１から番号９までと、番号１１から番号１４までについて朗読を兼ね説

明をさせます。 

 

事務局   それでは議案書の７ページからになります。基盤法に基づく農用地利用集積

計画の承認について、番号１から順に読み上げたいと思います。 

番号１、農地の所在地ですけれど、大字○○第○地割の畑、面積は６，８

７０㎡になります。同じく第○地割の畑で４，７９４㎡。同じく第○地割の

畑で１４，４０７㎡、同じく第○地割の田んぼになりまして２，４６３㎡。

同じく田んぼで５，４５９㎡。同じく田んぼで１，５３８㎡。合わせて田ん

ぼ３筆、畑３筆、合計面積で３５，５３１㎡となります。こちらの利用権の

設定、利用者になりますが○○○○。利用権の設定を受ける者が岩手県農地

中間管理機構になります。こちらは賃貸借の設定となりまして、期間は令和

２年５月１日から令和５年３月３１日まで。賃貸料につきましては年額１０

万１，０１０円。農地中間管理事業による利用権の設定となりまして、この

後の議案第４号とも関連してございます。現地確認は増尾委員と細谷地委員

にお願いしてございます。 
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続きまして番号２になります。場所は大字○○第○地割で、田んぼが３筆

ございます。上から順番に１，３４１㎡。同じく１，３９８㎡。同じく１，

３５１㎡。合計で４，０９０㎡となります。利用権を設定する者、所有者で

すけれど○○○○、利用権の設定を受ける者が○○○○で町外の方となりま

す。設定期間は５年間となります。使用貸借による利用権の設定となりま

す。現地確認につきましては間賀委員と安田委員にお願いしてございます。 

続きまして、８ページをご覧いただきたいと思います。 

番号３、場所は大字○○第○地割内の田んぼが２筆になります。一つは８

８２㎡、もう一つは４８４㎡。利用権の設定をする者が○○○○。利用権の

設定を受ける者が、○○○○になります。先程の番号２と、位置的には隣り

合った所となります。そこを申請者が利用権設定をする形になります。こち

らも使用貸借による５年間の利用権設定となります。現地確認は、間賀委員

と安田委員にお願いしてございます。 

続きまして番号４となります。場所は大字○○第○地割内の畑、９，０６

３㎡となります。利用権の設定をする者が○○○○、利用権の設定を受ける

者が○○○○。５年間の使用貸借による利用権の設定となります。現地確認

は寺澤委員と内澤委員にお願いしてございます。 

番号５、大字○○第○地割の田んぼで９１５㎡。大字○○第○地割の田ん

ぼで５，０３９㎡。大字○○第○地割内の畑で３，３１５㎡。３筆合計で９，

２６９㎡になります。こちらは法定相続人による申請となってございます。

所有者名義は○○○○で、その奥様から申請人への利用権の設定となりま

す。使用貸借による５年間の利用権の設定となってございます。現地確認は

寺澤委員と内澤委員にお願いしてございます。 

続きまして議案書９ページ、番号６、大字○○第○地割の田んぼの１筆と

なります。面積は３５６㎡になります。利用権の設定をするものが○○○

○。受ける者が○○○○。使用貸借による５年間の利用権の設定となりま

す。現地確認は寺澤委員と内澤委員にお願いしてございます。 

番号７、大字○○第○地割の畑で３，１８５㎡になります。○○○○から

○○○○への５年間による使用貸借となります。現地確認は寺澤委員と内澤

委員にお願いしてございます。 

続いて番号８、大字○○第○地割の畑の１筆、３，９６１㎡となります。

○○○○から○○○○への利用権の設定、期間は５年間となります。現地確

認は、寺澤委員と内澤委員にお願いしてございます。 

続いて１０ページになります。 

番号９、大字○○第○地割の畑１筆、面積が１，５４２㎡。○○○○から

○○○○への利用権の設定で、５年間の使用貸借となります。現地確認は、

寺澤委員と内澤委員にお願いしてございます。 

番号１１、大字○○第○地割の田んぼで、面積が８１９㎡になります。こ

ちらも法定相続人の申請となりますが、所有者名義は○○○○で、その息子

さんから○○○○への利用権の設定で、５年間の使用貸借となります。現地
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確認は寺澤委員と内澤委員にお願いしてございます。 

１１ページに行きまして番号１２、大字○○第○地割内の田んぼ、１筆で

面積が１，５７９㎡になります。○○○○から○○○○への利用権の設定と

なります。賃貸借による５年間の利用権の設定で、１０ａ当たり３千円の賃

借料となります。現地確認は増尾委員と細谷地委員にお願いしてございま

す。 

続いて番号１３、大字○○第○地割内の田んぼで、面積が５，１０１㎡。

○○○○から○○○○への利用権の設定となります。こちらも５年間の賃貸

借で、１０ａ当たり３千円となっております。現地確認は増尾委員と細谷地

委員にお願いしてございます。なお、番号１２と番号１３につきましては隣

り合った場所となります。申請人が一体的に使うというかたちとなっていま

す。 

番号１４、大字○○第○地割の田んぼで１，４４５㎡になります。利用権

設定する者は○○○○。受ける者が○○○○。使用貸借による５年間の利用

権設定となります。現地確認は寺澤委員と内澤委員にお願いしてございま

す。 

以上につきましてご審議よろしくお願いします。 

 

議 長    ただいま説明申し上げたとおりです。番号１から番号９までと、番号１１

から番号１４までの１３件について、一括でご意見を伺いたいと思います。 

 

（ 「異議なし」との声あり ） 

 

議 長   異議なしと認めます。 

 

議 長   続きまして、番号１０については除斥があります。農業委員会法第３１条の

規定「議事参与の制限」により、○○委員は一時退席願います。 

 

〔 ○○委員 退席 〕 

 

議 長   番号１０について、朗読を兼ね説明させます。 

 

事務局   議案書の１０ページになります。番号１０、農地の場所になりますが、大字

○○第６地割の畑になります。面積は８，１４５㎡の１筆。○○○○から○

○○○への利用権の設定となります。使用貸借による５年間となります。な

お、所有者は○○委員のご家族となりますので、除斥の扱いで審議させてい

ただきたいと思います。現地確認は、寺澤委員と内澤委員にお願いしてござ

います。 

以上、よろしくお願い致します。 

 



- 10 - 
 

議 長   ただいま、説明申し上げたとおりです。ご意見を伺います。 

 

（ 「異議なし」との声あり ） 

 

議 長   異議なしと認めます。○○委員の復席をお願いいたします。 

 

〔 ○○委員 復席 〕 

 

議 長   続きまして、番号１５についても除斥があります。農業委員会法第３１条の

規定「議事参与の制限」により、○○委員は一時退席願います。 

 

〔 ○○委員 退席 〕 

 

議 長   番号１５について、朗読を兼ね説明させます。 

 

事務局   議案書は１２ページになります。番号１５、大字○○第○地割内の畑になり

まして、面積が８，８９７㎡になります。利用権の再設定となりまして、い

わゆる更新となります。利用権を設定する者が○○○○。利用権の設定を受

ける者が○○○○。使用貸借による５年間の利用権の設定となります。 

以上となります。よろしくお願い致します。 

 

議 長   ただいま、説明申し上げたとおりです。ご意見を伺います。 

 

（ 「異議なし」との声あり ） 

 

議 長   異議なしと認めます。○○委員の復席をお願いいたします。 

 

〔 ○○委員 復席 〕 

 

議 長   ご異議がないので、議案第３号については原案のとおり決定することとし、

計画策定について町長へ要請いたします。 

 

議 長   日程第６、議案第４号、農用地利用配分計画案に対する意見について上程い

たします。朗読を兼ね説明させます。 

 

事務局   議案書は１３ページになります。農用地利用配分計画について１件ございま

す。番号１、農地の所在は大字○○第○地割内から第○地割内までの畑３

筆、田んぼ３筆となります。先ほどの議案第３号の番号１の利用権設定を転

貸する内容となります。所有者は、○○○○。農地中間管理機構が借り受け

しまして、それを○○○○へ転貸するものです。賃借料は年額１０万２，０
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２０円。期間につきましては、本年５月２９日から令和５年３月３１日まで

となります。１０ａ当たりの賃借料につきましては、記載のとおり２，８７

１円になります。 

以上の１件となります。よろしくお願い致します。 

 

議 長   ただいま、説明申し上げたとおりです。 

番号１について、ご意見を伺いたいと思います。 

 

（ 「異議なし」との声あり ） 

 

議 長   ご異議がないので、議案第４号 農用地利用配分計画案については、原案の

とおり異議のない旨を町長へ報告いたします。 

 

議 長   日程第７、議案第５号、農業振興地域整備計画及び農用地利用計画の変更に

対する意見について、上程いたします。朗読を兼ね説明をさせます。 

 

事務局   議案書のほうは１４ページと１５ページになります。議案第５号、農業振興

地域整備計画及び農用地利用計画の変更に対する申請がございまして、その

事前協議ということで農業委員会のほうに提出されたものについての協議と

なります。１５ページのほうに概要が付いてございますが、場所につきまし

ては大字○○第○地割内となりまして、田んぼで１，２４０㎡、畑で７８８

㎡、畑で９８３㎡、田んぼで１，３３５㎡、４筆合計で４，３４６㎡となり

ます。申請人は○○○○。土地所有者につきましては、○○○○と○○○

○。それぞれの所有地となってございます。この場所の農地区分としては、

第１種農地と判断したところでございます。こちらについては、経過等につ

いてもご説明をしたいと思いますので別資料を用意してございますのでこち

らを配布させていただきたいと思います。少しお待ちいただきたいと思いま

す。 

 

〔 この間、資料配布 〕 

 

事務局   場所につきましては、今までも現状変更届、若しくは農地法第３条の届出等

もあった場所でございます。場所は、簡単に申し上げますと○○地区の農地

で、山林等が隣接した部分となります。議案書のほうに戻りますが、用途と

してはその他建物用地への転用を行いたいという内容でございます。工事計

画の内容については、事務所の建替え、倉庫、駐車場、転向場、通路、資材

置場、備品倉庫、車両管理棟、その他の部分ということで、事務所を移転す

る先としてこちらの農地を転用をしたいものです。この部分の４筆の農地が

農振農用地区域内にございますので、それからの除外を行いたいという内容

となってございます。別紙の、今お配りした資料をご覧いただきたいと思い
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ます。この件につきましては、申請者から申し出が３月にございまして、今

まで県及び岩手県農業会議等から手続きの可否等について相談し、助言等い

ただいて事務局として確認してきたところです。それをまとめたのがこの資

料の１ページ目になります。まず、申請人からの申し出の概要の部分になり

ますが、読み上げますけれど、当初転用許可を受けていた場所がございま

す。そちらは○○小学校から○○工場のほうに上がっていく部分の場所なん

ですけれども、そこが既に許可を受けてございますが、会社の将来等を考え

た場合に若手の雇用、ＩＣＴ機器の導入等を再度検討を行った結果、面積が

不十分であるという結論に至ったということで、ついては今回、農振地域か

らの除外しようとする場所に事務所を新築したいという意向でございます。

併せて、以前許可を受けた所の部分についても意向を確認したわけですけれ

ど、その部分については現在資材置場で使っている部分の土地を返却しなけ

ればならないことがあって、その代替地として資材置場として使用していき

たいという内容の申出がございました。今回、農振除外の申請をされている

部分には、以前、農地法第３条で所有権移転をしたところも含まれておりま

す。また町の要綱に従い、現状変更届により盛土、あるいは切土というか崩

した農地もございます。そういった部分を今の時点で転用をしたいという申

し出について、それが農地法上、手続きができるものかという部分を確認し

てきたわけですけれど、結論としては規制する法的根拠、明確なものは無い

という結論になりました。ただし、農地法第３条の考え方、農地法上の考え

方は農地利用をするという前提で手続きを行った、取得したという部分をど

う見るかというようなところになるというのが一致した見解なのかなという

ふうに思っております。あとは、今は農振地域からの除外について農業委員

会としての意見を町に対して回答するという段階でございますので、今後、

農地転用の手続き、具体的な申請はこれから出てくるわけですけれど、今の

段階で農業委員会の意見を出していただきたいということになってございま

す。県の担当部署である広域振興局農政部の見解としましては、農地法第３

条の部分では、いわゆる３年３作の考え方に法的根拠、拘束力があるかにつ

いて確認したところ、明確な法令や文書はないが但し、考え方としては農地

法第３条の許可を行った時点で、営農計画上必要な農地の取得であったか、

あるいは、町の現状変更届による手続きが相当だったかという部分は確認し

ておくべきであるという見解を頂いております。もう一点ですが、農地転用

を出来るかどうかという視点で見た場合に農地区分というのが一つ判断の材

料となるわけですけれど、農地区分上どれに該当するかということで事前に

確認をしたところ第１種農地に該当し、いわゆる１０ha以上の一団の農地の

一端に属するという見解で、県からも同意を頂いてございます。また転用不

許可の例外規定である集落接続の家屋の連担に該当するということで、転用

の許可は得られるという考えでおります。もう一つ、岩手県農業会議からも

同様なことをお伺いしたわけですけれども、農地法第３条は自作が前提の権

利の取得申請であって、農地法の考え方の投機的な農地の先行取得を防ぐ観
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点から、取得直後のこういった事案については相当な理由、あるいは状況の

変化等が無いと説明するには難しいのではないかという見解をいただいてお

ります。また農地法第３条申請を許可した時の農業委員会の手続き、審査が

適切だったかという部分も問われかねない旨、おっしゃっておられました。

相当の事情の変化が、どういったものがあったかというのを整理する必要が

ありますよということでは回答を頂いたところであります。裏面をご覧いた

だきたいと思います。２ページと振ってあるところなんですが、こういった

ことを基に事務局のほうでもこの手続きを進めてよいものかどうかというこ

とを検討して参りました。結果として、今回審議いただくこととなったわけ

ですけれども、考え方としては、資料に書いてございますが農地法上、第３

条許可申請に係る部分ですけれど、町の現状変更届けの要綱に従った手続

等、農地として利用することが前提の行為ではございますが、転用手続きを

してはならないとする法的根拠が、明確なものを示すことが出来ないという

ことがあります。他には、適正な手続きを踏んで、農地転用に向けた申請が

されている。例えば、もう建物を建ててしまっているとかというような違反

転用の事案ではないというような部分を含めて、順を踏んで手続きがなされ

ているという部分を考えた場合に、受け付けないということは手続き上でき

ないのではないかということで考えているところでございます。但し、先程

も申し上げた岩手県農業会議、県の振興局からの見解の中にありますように、

事情変更の相当の理由があったかどうかという部分での判断は必要なのかな

ということは考えてございます。以上が、今回の一連の手続きについての考

え方等を整理した部分となります。 

次のページになります。手続きの申請の内容について、若干ご説明したい

と思います。資料の３ページ目になります。二つに分かれておりますが、土

地所有者がお二人いらっしゃるという事で、１－１と１－２と別々のものに

なります。上の方の所有者が○○○○、田んぼが１筆で１，２４０㎡になり

ます。下が○○○○の所有地で畑が２筆と田んぼが１筆となります。位置関

係につきましては、裏面の４ページ目の部分もご覧いただきたいと思います

が、赤く囲っている部分の上のほうの畑２筆が○○○○の所有地となってい

まして、昨年、農地法第３条で所有権移転を行った農地になります。その下

側、山林を挟んでの下側に田んぼが、地番で○番、その隣に○○とあります

が、○○番が○○○○の所有地で、○○が○○○○の所有地となってござい

ます。農振地域からの除外を行おうとしているのがこの４筆分ということに

なります。事業計画上で使用する部分については、上の○○から隣の○○、

その下の山林、その左隣の○○、その下の○○、○〇の田んぼ、○○の田ん

ぼになります。あと、③と書かれている所に隠れたりしているんですが、そ

この部分の原野等を一体的に使うということになります。そのうち農振地域

内にある農地をまずは除外をしたいという手続となります。５ページと６ペ

ージが事業計画書の内容となります。こちらに事業の目的、必要性が書かれ

ております。先程、場所をご説明しましたけれど、どの場所を使うかという
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部分で、合計面積が７，９９４㎡ということでございます。 

７ページのほうは、今回の農振除外手続きには直接は関係ないのですけれ

ど、新たな事務所用地として使いたいということもありますので、昨年許可

済みの所については取下げあるいは、別の用途へ変更の必要性がある場合に

は、変更の申請が必要ですよということになるわけですけれど、それについ

ては、先程申し上げたように資材置場としての利用に変更をしたいという事

で、そのための申請内容になります。こちらについては、県のほうからも確

認頂きながら、この内容が相当かというのは今後また確認をしていくという

作業になりますが、農振除外とこの変更申請については一体的に考えるのが

必要だろうということで、許可済みの箇所の内容についても参考資料という

ことで説明させていただきます。 

資料の８ページと９ページ及び１０ページは参考資料として付けてござい

ます。第１種農地とはどういったものか。９ページでは、第１種農地と判断

した根拠として、当該地が１０haの一団の農地に属するとしても、家屋の連

担に該当し、集落接続の例外規定によって、転用手続きは可能だというのも

資料として付けさせていただいております。１０ページでは、今までの農地

に関する手続きの流れをまとめた一覧表になってございます。以上が今回の

農振除外の手続き、申し出についての流れ、事業計画内容と関係機関から確

認した見解等についてまとめたものになります。これらを基に、この申請に

ついて妥当かどうかというところをご審議いただくということになりますの

でよろしくお願い致します。 

 

議 長   ただいま説明申し上げたとおりです。現地確認についてですが、番号１につ

いては太田委員と下谷地委員に依頼しておりますのでご報告お願いします。 

 

下谷地委員 報告します。４月１９日、太田委員と事務局と私と３人で現地確認をしてま

いりました。○○○○所有の農地ですが、国道沿い、○○○○の左側の造成

地の下側の田んぼとなります。転用により、周囲への被害は無いと思われま

す。というよりも、造成後、土地の周りは全部○○さんの土地に囲まれ道路

もなく、田としてはどう見ても見えない状況で、受人に渡した方が一番いい

状態だと思って見てまいりました。 

続きまして、先ほどの上側の畑ですが、位置周囲は国道沿いにあり、○○

○○に向かって左側の場所で、３月の総会で現状変更届の完了報告があった

場所です。周りに被害がないかということになると、それほど被害は無いと

思われます。農地法第３条は、自作が前提の権利取得申請なので取得直後の

転用は難しいと考えられますが、３年３作を求める法令や通知がないとのこ

とです。事務所建設への転用に際しては今後、農業委員会の審査が問われる

と考えます。 

以上です。 
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議 長   説明と報告が終わりました。 

ここで、休憩にしたいと思います。 

 

           休憩：午後 ２時３５分 

          ――――――――――――― 

           再開：午後 ３時０２分 

 

議 長   再開いたします。 

ご意見を伺いたいと思います。番号１について。ご意見ございますか。 

 

（ 「異議なし」との声あり ） 

 

議 長   ご異議がないので、議案第５号、農業振興地域整備計画及び農用地利用計画

の変更については、異議のない旨を町長へ報告いたします。 

 

議 長   日程第８、議案第６号、職員の任免について上程いたします。 

      朗読を兼ね説明させます。 

 

事務局   議案書の１６ページになります。４月１日付けの定期人事異動によりまして

１名の異動がありました。併せて会計年度任用職員の制度が４月１日からス

タートしており、それに伴う職員の任免について審議のほうをお願いしたい

と思います。１、免ずる職員、主事、圃田菜穂実となります。２、任命する

職員に主事、玉舘透、会計年度任用職員、新井田舞の２名となります。 

以上となります。よろしくお願いします。 

 

議 長   人事案件です。ご質問等ございますか。 

寺澤委員。 

 

寺澤委員  質問します。会計年度任用職員というのはどういうものですか。 

 

事務局   会計年度任用職員は、以前は町の臨時職員として臨時的に事務の補助をして

いただいていましたが、地方公務員法の改正によりまして今年４月１日から、

会計年度任用職員という名称、制度に替わりました。制度の内容としては、

まず、任用が１年間の期間になるということになります。あとは、給与等の

面でも今までは日給月給と言いますか日額いくらという賃金だったのが、月

額の制度となったということで、収入ベースでみますと手当もありますので

今までよりは収入面では増えるというかたちになります。それに伴って、業

務のほうについても、いわゆる同じ内容ではなくて例えば事務的に言います

と事務分掌という、正規職員は１年度の担当分野を持つわけですけれど、そ

ういったものにも会計年度任用職員が入るということで、今までよりも責任
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というか仕事の内容が増える、責任が増すという考え方になります。という

ことで、昨年１年間、臨時職員として農業委員会の事務を補助いただいてお

りまして、継続して今年４月から引き続き会計年度任用職員での採用をする

ということになります。それに伴って事務分担についても、農地法第３条の

関係を中心に担当して頂こうかなと考えております。以上のような内容とな

りますが、よろしいでしょうか。 

 

議 長   よろしいですか。 

 

寺澤委員  分かりました。 

 

議 長   議案第６号については、原案のとおり決定することにいたします。 

以上をもちまして、本日の議事はすべて終了いたしました。 

 

（ 午後３時４０分 閉会 ） 

 


